
資料２－５ 

  

２００７年日本政府年次報告 

「団結権及び団体交渉権についての原則の適用に関する条約」（第９８号） 

（２００５年６月１日～２００７年５月３１日） 

 

 

１．質問Ⅰについて 

    前回までの報告に変更又は追加すべき事項はない。 

 

２．質問Ⅱについて 

 （１）前回までの報告に変更又は追加すべき事項はない。 

 

 （２）２００６年の条約勧告適用専門家委員会の意見について 

  （ⅰ）第１条について 

    本報告（３）中（ⅱ）の記述をもって日本政府の見解としたい。 

 

  （ⅱ）第４条１ 国の行政に従事していない公務員の交渉権促進について 

 公務員の労働基本権については、その地位の特殊性と職務の公共性にかんが

み、国民全体の共同利益の保障という見地から、一定の制約のもとに置かれてい

るが、その一方で、人事院勧告制度等を始めとする代償措置が講じられ、有効に

機能している。 

 交渉に関しては、一般職の国家公務員（特定独立行政法人等の労働関係に関す

る法律（以下「特労法」という。）の適用を受ける職員を除く。）及び一般職の

地方公務員（地方公営企業等の労働関係に関する法律の適用又は準用を受ける地

方公営企業の職員、地方公共団体に任用される単純労務職員及び特定地方独立行

政法人の職員を除く。）について、勤務条件の維持改善を図ることを目的として

結成される職員団体に、勤務条件に関し当局と交渉する権利が認められている。

この交渉においては、職員団体は、勤務条件に関し不満を表明し、当局に対し適

切な措置をとることを要求し、当局は、要求事項については、職員団体と誠意を

もって話し合うものであって、合意事項については誠実にこれを履行することと

されている。 

 

【国家公務員】 

団体協約締結権及び争議権が認められていない一般職非現業国家公務員につ

いては、代償措置として、中立・第三者機関たる人事院が設けられている。 

人事院は、代償措置としての機能を適切に果たすため、職員団体から意見を聴

取するための職員団体審議官及び参事官を設置しており、職員の勤務条件に関す

る国会及び内閣への勧告、規則の制定・改廃などを行うに当たっては、職員団体

との会見を通じて、職員団体の意見、要求などを聞き、できるだけ勧告等に反映

している。 
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２００６年を例にとると、１月から８月に勧告を行うまで、人事院は、職員団

体と１７９回の公式の会見を行うなど、職員団体から意見聴取及び意見交換を行

った。 

人事院は、国家公務員の給与その他の勤務条件を社会一般の情勢に適応させる

ための勧告を行うに当たり、社会情勢全般の把握、民間企業の給与等勤務条件の

調査を行うこととしている。特に給与水準については、毎年、国家公務員約２９

万人全員及び全国約１０，２００民間事業所の約４３万人（数字は２００６年度）

の給与実態調査を行った上で、官民給与について統計的手法に基づき精密な比較

を行い、その給与較差を解消することにより官民の給与水準の均衡を図ってお

り、この方式による公務員給与の改定は１９６０年以来長期間にわたり定着して

きている。 

２００６年８月の人事院勧告においては、国家公務員及び民間の給与実態調査

の結果、公務員給与（月額）と民間給与（月額）がほぼ均衡していたことから、

公務員給与（月額）の水準改定は見送る一方、２００６年度から着手している給

与構造の改革を進めることとされた。 

一方、人事院勧告を受け取る政府の側においては、人事院勧告制度を尊重する

との基本姿勢に立ち、国政全般の観点から、国家公務員の給与決定について検討

することとなる。 

政府は、２００６年を通じて、給与に関することを含め計３９回にわたって職

員団体との公式の会見を行っており（そのうち、国務大臣である総務大臣による

ものも、合計３回行った）、これらを踏まえて、勧告どおりの給与改定を行う一

般職給与法の改正案を国会に提出した（この法案は、政府原案のまま可決成立し

た。）。 

 このように、一般職の国家公務員については、人事院勧告制度の枠組みにおけ

る給与決定過程に職員団体が関与するシステムが確立されているところであり、

労働基本権に対する制限の代償として、人事院勧告制度をはじめとした関連措置

による保障が制度上整備され、運用されている。 

 

【地方公務員】 

 一般職の地方公務員の職員の給与については、地方公共団体は、給与等の勤務

条件が社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければなら

ないこと（情勢適応の原則）、及び給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団

体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなけ

ればならないこと（均衡の原則）が法律で定められており、独立かつ公平な機関

である人事委員会が、給与を社会一般の情勢に適応したものにするための勧告を

行うという制度が設けられている。この勧告は「給料額の増減」について行われ

るもので、増額だけでなく、減額の勧告もあり得るものである。地方公共団体に

おいては人事委員会勧告に基づき、又は、人事委員会を置いていない地方公共団

体においては人事院勧告に基づく国の措置に準じ、あらゆる努力を尽くして適切
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な給与改定を実施しており、一般職の地方公務員については、法制度上も、現実

にも適切な給与の支給を受ける利益を享受している。 

 なお、一部の地方公共団体において、現下の社会経済情勢、危機的な財政事情、

行財政改革の推進等の観点にかんがみ、やむを得ず人事委員会勧告どおりの給与

改定の実施ができない場合があるが、こうした場合でも、職員団体とは事前に十

分な協議を行って妥結を図り、良好な労使関係の維持に十分な配慮をしている。

裁判所は、給与改定が人事委員会勧告どおりに実施されなかったとしても、それ

が県当局の財政事情の下で真にやむを得ない事由による場合には、人事委員会が

本来の代償機能を果たしていないと即断すべきではないと判示している（佐教組

行政処分無効確認等請求事件に関する１９８３年５月２７日の福岡高裁判決及

び１９８８年１月２１日の最高裁第一小法廷判決）。 

 このように、我が国の一般職の地方公務員の給与決定システムは長年にわたり

十分有効に機能し、定着しており、地方公務員の労働基本権制約の代償措置とし

ての人事委員会制度が機能していないとする理由はない。 

 

  （ⅱ-1）第４条 公務員制度改革について 

 日本政府は、公務員制度改革を進めるにあたり、これまで組合を始めとする関

係者との間で、様々なレベルで意見交換を行ってきた。 

 ２００５年１２月に閣議決定した「行政改革の重要方針」において、公務員制

度改革については、関係者との率直な対話と調整を進め、できるだけ早期に具体

化を図ることとされたほか、公務員の労働基本権や人事院制度、給与の在り方、

能力主義や実績主義等についても、幅広い観点から検討を行うこととされた。こ

れを踏まえ、政府としては、組合側に対して改革に当たっての基本的姿勢を明ら

かにし意見交換の進め方の考え方を示すため、２００６年１月、３月、５月に政

府と連合との間で大臣レベルの意見交換を行った。 

 上記意見交換を踏まえ、日本政府は、労働基本権を含む労使関係の在り方等に

ついて検討を行うため、２００６年６月に行政改革推進法に基づき政令を制定し

「行政改革推進本部専門調査会」（以下「専門調査会」という。）を設置した。

専門調査会は、学者、労働界の識者等から成る１７名の委員で構成され、佐々木

毅委員（学習院大学法学部教授）が座長に選出された。専門調査会は２００７年

５月までに合計１０回開催した。 

 ２００７年４月の第９回専門調査会において、佐々木座長による「専門調査会

における議論の整理」が了承され、この中で「公務員制度について、国民の視点

にたって改革すべき点が多々ある。労働基本権を含む公務員の労使関係の問題に

ついても、改革の方向で見直すべきである。」とされたところである。また、労

働基本権を付与した場合の具体的仕組みや諸課題について、専門調査会にシミュ

レーション検討グループを設置し、集中的に検討を行うこととされた。 

 なお、日本政府は、昨今の公務員の問題に対する国民の関心が高いことから、

公務員制度改革は早期に取り組むべき重要課題と認識しており、国家公務員につ
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いて再就職に関する規制、能力・実績主義の導入を内容とする法律案を２００７

年４月に国会に提出した。地方公務員についても、国家公務員法の改正内容や地

方の実態を踏まえた改正法案を同年５月に国会に提出している。また、「公務員

制度改革について」を閣議決定し、「労働基本権については、専門調査会の審議

を踏まえ、引き続き検討する。」こととしたところである。こうした取り組みに

おいては、職員団体等関係者と対話と調整を行ったところであり、今後も、職員

団体等関係者との対話と調整を行いつつ推進していくところである。 

                                

（ⅲ）第４条２ 国立病院・療養所における交渉について 

 国立病院機構の団体交渉については、これまでも「特労法」及び「団体交渉の

方式及び手続きに関する協約」に基づき誠実に対応しているところであり、今後

も同様に考えている。 

 ２００４年度から２００６年度の団体交渉実施件数は、各病院と全医労支部間

での団体交渉が延べ１９７病院において２２１回、ブロックと全医労地方協間で、

延べ７ブロックにおいて７回、機構本部と全医労本部間で４０回、合計で２６８

回の団体交渉を実施した。 

 また、団体交渉の事項については、年次休暇の取得促進、看護師の夜勤回数の

低減等の事項により実施し、延べ３９６件が合意したところである。 

【参考】 

●病院における団体交渉 

１６年度  ８８回  ７７病院 

１７年度  ７６回  ６８病院 

１８年度  ５７回  ５２病院 

  計  ２２１回 １９７病院 

 

●ブロックにおける団体交渉 

１６年度   ０回   ０ブロック 

１７年度   ４回   ４ブロック 

１８年度   ３回   ３ブロック 

  計    ７回   ７ブロック 

 

●本部における団体交渉 

１６年度  １８回   

１７年度  １１回   

１８年度  １１回   

  計   ４０回  

 

◆団体交渉において合意した事項 

１６年度  １５７件 
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１７年度  １３０件 

１８年度  １０９件 

  計   ３９６件 

 

 （３）２００７年条約勧告適用専門家委員会からの意見 

  （ⅰ）２００６年８月１０日付国際自由労連（ＩＣＦＴＵ）のコメント 

    本年提出する第８７号条約に関する報告において見解を述べる。 

（ⅱ）２００５年１２月１３日付全統一労働組合のコメント 

   ２００５年１２月１３日付け全統一労働組合の意見書は、１９８７年に行わ  

れた日本国有鉄道の分割・民営化に伴うＪＲ各社の不採用問題に関するもので  

ある。 

本件は、結社の自由委員会において、第１９９１号案件の勧告（２０００年

１１月）後、フォローアップの枠組みの中で現在取り扱われているものであり、

日本政府は同勧告後の進展等を同委員会に対し、随時情報提供しているところ

である。 

なお、司法の最終判断に対して、政府としてコメントする立場にない。 

（ⅲ）２００６年８月２８日付日本労働組合総連合会のコメント 

 ①１、２（１）～（４）について 

 本報告２．（２）中（ⅲ）の記述をもって日本政府の見解としたい。 

  

 ②２（５）について 

 団体協約締結権及び争議権が認められていない一般職非現業国家公務員につ

いては、代償措置として、中立・第三者機関たる人事院が設けられている。 

 人事院は、国家公務員の給与その他の勤務条件を社会一般の情勢に適応させ

るための勧告を行うに当たり、社会情勢全般の把握、民間企業の給与等勤務条

件の調査を行うこととしている。特に給与水準については、毎年、国家公務員

及び民間の給与実態調査を行った上で、官民給与について統計的手法に基づき

精密な比較を行い、その給与較差を解消することにより官民の給与水準の均衡

を図っている。 

 この官民給与の比較に関し、比較の対象となる民間企業の規模について、１

９６４年の勧告において、１００人以上とした。これは、現業国家公務員の比

較対象が１００人以上とされたことを踏まえ、非現業国家公務員に関する官民

給与の比較について、人事院が自ら決定したものである。 

 官民給与の比較については、その後適宜見直しを行ってきたが、これまで全

般的な検討を行っていないこと等を踏まえ、人事院は２００５年の勧告時に比

較方法の検討を行うことを表明した。また、国会において、比較対象企業の範

囲を拡大すべきとの議論が広くなされたほか、閣議決定において、人事院に対

し、比較対象企業規模見直し等の要請が行われた。そのような状況において、

人事院としては、学識経験者による研究会を設置し、官民給与の比較方法につ
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いて意見を聴くとともに、各界有識者による懇話会を設置し、各府省の人事当

局や職員団体からのヒアリングを実施した上で、公務員給与の在り方等につい

て意見を聴いた。人事院は、これらの内容を踏まえ、各府省人事当局のほか、

職員団体の意見も十分に聴きながら慎重に検討を行った。 

 その結果、２００６年の勧告において、官民給与の比較対象となる民間企業

の規模について、月例給における同種・同等の者同士を比較するという原則の

下で、民間企業の従業員の給与をできる限り広く把握し、民間給与をより適正

に公務の給与に反映させるため、１００人以上から５０人以上に改めることと

した。この比較対象企業規模の変更は、中立・第三者機関である人事院として

責任を持って判断したものである。 

 

３．質問Ⅲについて 

   前回までの報告に変更又は追加すべき事項はない。 

 

４．質問Ⅳについて 

   前回までの報告に変更又は追加すべき事項はない。 

 

５．質問Ⅴについて 

   本報告の写を送付した代表的労使団体は、下記のとおり。 

   （使用者団体）日本経済団体連合会 

   （労働者団体）日本労働組合総連合会       
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